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県
区
長
自
治
会
長
連
合
会

　
　
　
　
　
　永
年
勤
続
表
彰

　
令
和
２
年
度
群
馬
県
区
長
自
治
会
長
連
合

会
永
年
勤
続
表
彰
に
お
い
て
、
退
任
区
長
会

長
と
し
て
安
中
市
区
長
会
前
会
長
の
田
島
勳

さ
ん
へ
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
永
年
勤
続
区
長
と
し
て
西
横
野
地

区
二
軒
在
家
区
前
区
長
の
清
水
正
さ
ん
、
安

中
地
区
第
10
区
区
長
の
堀
越
敏
男
さ
ん
、
松

井
田
地
区
森
崎
区
前
区
長
の
山
田
精
一
さ

ん
、
細
野
地
区
上
増
田
東
区
区
長
の
萩
原
豊

彦
さ
ん
、
細
野
地
区
上
増
田
西
区
区
長
の
湯

本
常
雄
さ
ん
へ
感
謝
状
が
贈
呈
さ
れ
ま
し

た
。

　
皆
さ
ん
の
ご
功
績
に
敬
意
を
表
し
、
心
よ

り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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日本人住民 外国人住民人口と世帯
安 中 地 域
松井田地域

合　計

女 
268

70
338

男 
256

41
297

女    
22,045

6,381
28,426

男    
21,522

6,123
27,645

合　計 56,706人　世帯数 24,721   （令和2年12月末日現在）

新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、ご協力を
お願いします。
場面1：飲酒を伴う懇親会等
場面2：大人数や長時間におよぶ飲食
場面3：マスクなしでの会話
場面4：狭い空間での共同生活
場面5：居場所の切り替わり

感染リスクが高まる「5つの場面」

INFORMATION市民
1
0
0
歳
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
小
板
橋
清
子
さ
ん
が
、
1
0
0
歳
を
迎
え

ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
元
気
に
お
過
ご

し
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

学
生
や
50
歳
未
満
の
人
は
承
認
を
受
け
る
と

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

－

学
生
納
付
特
例
制
度

－

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

は
、
全
員
が
年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
20
歳
以
上
の
学
生
も
国
民
年
金
に
加
入
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
所
得
が
一
定
額
以

下
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
申
請
し
て
承
認
を

受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
学
生
期
間
中
の
保
険

料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
家
族
の
所
得
に
関
係
な

く
、
学
生
本
人
の
所
得
を
基
準
と
し
て
審
査

が
行
わ
れ
ま
す（
一
部
の
学
校
は
こ
の
制
度

の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）。

　
承
認
期
間
は
毎
年
４
月
〜
翌
年
３
月
ま
で

で
す
。
学
生
納
付
特
例
制
度
を
申
請
す
る
人

は
、
学
生
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書（
学
生
証

な
ど
）と
は
ん
こ
を
持
参
し
て
□本 

国
保
年
金

課
・
□松 

住
民
福
祉
課
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
申
請
は
毎
年
度
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
す

で
に
学
生
納
付
特
例
制
度
の
申
請
を
し
て
い

て
、
翌
年
度
以
降
も
在
学
見
込
み
の
人
は
、

毎
年
４
月
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
は
が
き
形
式
の
申
請
書
を
郵
送
す
る
だ
け

で
手
続
が
で
き
ま
す
。

－

納
付
猶
予
制
度

－

　
50
歳
未
満
の
第
１
号
被
保
険
者
で
所
得
の

少
な
い
人
に
は
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所

得
が
一
定
の
基
準
以
下
の
場
合
に
保
険
料
の

納
付
が
猶
予
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
承
認
期
間
は
毎
年
７
月
〜
翌
年
６
月
ま
で

で
す
。
納
付
猶
予
制
度
を
申
請
す
る
人
は
、

□本 

国
保
年
金
課
・
□松 

住
民
福
祉
課
で
手
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
必
要
で
す
。
た

だ
し
、
翌
年
度
以
降
分
も
あ
ら
か
じ
め
申
請

（
継
続
申
請
）す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

－

学
生
納
付
特
例
や

　
　
　
　
　
　
　納
付
猶
予
を
受
け
る
と

－

　
保
険
料
の
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
期
間

中
に
万
が
一
の
事
故
な
ど
で
障
害
を
負
っ
た

場
合
に
は
、
障
害
年
金
申
請
の
際
、
納
付
要

件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
猶
予
を
受
け
た
期
間
は
年
金
を
受

け
る
た
め
の
資
格
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

（
た
だ
し
、
老
齢
基
礎
年
金
額
に
は
反
映
し

ま
せ
ん
。
満
額
の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

た
め
に
は
、
10
年
以
内
に
保
険
料
を
納
め
る

こ
と（
追
納
）が
必
要
で
す
）。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公
的
年
金

等
の
収
入
や
所
得
額
が
一
定
基
準
以
下
の
年

金
受
給
者
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　
令
和
２
年
度
に
新
た
に
対
象
と
な
る
人
に

は
、
日
本
年
金
機
構
よ
り
請
求
書
が
郵
送
さ

れ
て
お
り
、
受
給
す
る
た
め
に
は
請
求
書
の

提
出
が
必
要
で
す
。
該
当
す
る
人
で
、
請
求

し
て
い
な
い
人
は
請
求
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
た
だ
し
、
令
和
２
年
度
中
に
、
世
帯

構
成
な
ど
が
変
更
に
な
り
、
要
件
を
満
た
す

よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
は
請
求
書
は
郵
送
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
、
□本 

国
保
年
金
課
・
□松 

住
民

福
祉
課
ま
た
は
年
金
事
務
所
で
手
続
し
て
く

だ
さ
い
。

－

対
象
と
な
る
人

－

○
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る
人

左
記
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・
65
歳
以
上

・
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税

・
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所
得
額
の
合
計
が

８
７
９
，
９
０
０
円
以
下

○
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
年
金
を
受
給
し
て

い
る
人

左
記
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

・
前
年
の
所
得
額
が（
４
，
６
２
１
，
０
０

０
円
+
扶
養
親
族
の
数
×
38
万
円
※
）以
下

※
同
一
生
計
配
偶
者
の
う
ち
70
歳
以
上
の
人

ま
た
は
老
齢
扶
養
親
族
の
場
合
は
48
万
円
、

特
定
扶
養
親
族
ま
た
は
16
歳
以
上
19
歳
未
満

の
扶
養
親
族
の
場
合
は
63
万
円
。

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
を
装
っ
た
不

審
な
電
話
や
案
内
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口

座
番
号
を
お
聞
き
し
た
り
、
手
数
料
な
ど
の

金
銭
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
制
度
な
ど
を
詳
し
く
知
り
た
い
場
合
は
、

年
金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
▼

高
崎
年
金
事
務
所

（
☎
０
２
７

－

３
２
２

－

４
２
９
９
）

広
報
誌
「
う
す
い
」

　
　
　
　19
号
発
行
の
お
知
ら
せ

　
公
立
碓
氷
病
院
で
は
、
1
月
下
旬
に
広
報

誌
「
う
す
い
」
19
号
を
発
行
し
ま
し
た
。

　
院
内
や
市
内
施
設
で
配
布
し
て
い
る
ほ

か
、
当
院
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://usui-

hospital.jp/

）で
も
ご
覧
に
な
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

問
合
せ
▼

公
立
碓
氷
病
院

（
☎
3
8
5

－

8
2
2
1
）

小板橋 清子 さん
（松井田町下増田）

田島 勳 さん

安
中
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
お
知
ら
せ

【
ひ
と
こ
と
ア
ド
バ
イ
ス
】

☆
国
土
交
通
省
の
「
原
状
回
復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
で
は
、
通

常
使
用
に
よ
る
破
損
や
経
年
変
化
に
よ
る
も
の
は
家
主
の
負
担
、
通
常
の
使
用
方

法
を
超
え
る
使
い
方
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
は
借
主（
入
居
者
）の
負
担
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

☆
入
退
去
時
は
、
で
き
る
限
り
家
主
や
仲
介
業
者
な
ど
の
家
主
側
と
一
緒
に
部
屋
の

現
状
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
際
、
確
認
し
た
内
容
を
メ
モ
に
残
し
た
り
、
修

繕
が
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
の
写
真
を
撮
っ
た
り
、
証
拠
と
な
る
記
録
を
残
す
こ

と
が
大
切
で
す
。

☆
修
繕
費
用
を
請
求
さ
れ
た
場
合
、
内
容
を
よ
く
確
認
し
、
納
得
で
き
な
い
点
は
、

家
主
側
に
十
分
な
説
明
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

☆
退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
に
は
、
入
居
前
に
部
屋
に
傷
や
汚
れ
が
な
い

か
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。
ハ
ウ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
借
主
負
担
と
す

る
な
ど
の
特
約
は
、
原
則
と
し
て
有
効
と
な
る
た
め
、
契
約
前
に
契
約
書
を
よ
く

読
み
、
退
去
時
の
特
約
な
ど
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

資
料
提
供
：
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー

【
問
合
せ
】

　
わ
か
ら
な
い
こ
と
や
困
っ
た
こ
と
、
少
し
で
も
不
審
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た

ら
、
早
め
に
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
日
時
▼
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
　
　
　
　（
☎
３
８
２

－

２
２
２
８
）

【
事
例
】

　
大
学
生
の
娘
が
１
年
ほ
ど
入
居
し
た
賃
貸
ア
パ
ー
ト
を
退

去
す
る
こ
と
に
な
り
、
母
親
が
退
去
の
立
ち
合
い
を
し
た
。

壁
や
床
の
補
修
費
用
や
清
掃
代
な
ど
で
合
計
13
万
５
千
円
に

な
り
、
敷
金
９
万
円
を
差
し
引
い
た
４
万
５
千
円
を
請
求
さ

れ
た
。
精
算
書
の
内
容
に
納
得
が
い
か
ず
、
入
居
時
、
壁
や

床
は
新
品
で
は
な
か
っ
た
と
不
動
産
屋
に
伝
え
た
ら
、
新
品

だ
っ
た
と
言
わ
れ
た
。
指
摘
さ
れ
た
シ
ミ
や
傷
に
つ
い
て
も

娘
は
や
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

賃
貸
住
宅
の
退
去
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に
は


